誓約書
　　年　　月　　日
郡山市長
設置者住所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　
設置場所　　　　　　　　　　　　　　　　

　浄化槽を設置するにあたり、次の各項を遵守することを誓います。
１　設置や維持管理については、郡山市の指導に従います。
２　浄化槽の設置及び処理水放流に関し、他人に迷惑がかかるような場合及び苦情があった場合には、責任をもって処理します。
３　常時良好な流れの状態を保つために、側溝等の清掃を行います。
４　浄化槽を良好な状態に保つため、保守点検及び清掃等に関する契約を結びます。
５　保守点検及び法定検査の記録の写しを、５年間保管します。
６　賃貸家屋に関して、浄化槽使用者が維持管理を怠った場合には、使用者に代わり責任をもって維持管理を行います。

７　公共下水道の供用が開始された場合、すみやかに接続いたします。
